
 

 

平成 28年 11月 8日 

消 防 庁  

平成 28年秋季全国火災予防運動の実施 

１ 全国統一防火標語 

『消しましょう その火その時 その場所で』 
 
２ 目 的 

  火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防意識の一層の普及を図ることで、火災の

発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐこと

を目的として、毎年この時期に実施しているものです。 
 
３ 実施期間 

平成２８年１１月９日（水）～１１月１５日（火） 
 
４ 実施内容 

５の「重点目標」を踏まえ、全国の消防本部等において、防火・防災に関する広報や展示、体

験型イベントなどのほか、学校、事業所等と協同した防火講習や消防訓練、防火査察など、火災

予防を推進するための様々な取組が重点的に実施されます。 
 
５ 重点目標（※） 

（１）住宅防火対策の推進（住宅用火災警報器の設置、維持管理の徹底等） 
（２）放火火災防止対策の推進 
（３）特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 
（４）製品火災の発生防止に向けた取組の推進 
（５）多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

 ※各地域の消防本部等において火災発生状況や地域特性等に応じた運動を展開します。 
 

６ その他 

秋季全国火災予防運動の実施時期に合わせ、（一社）日本たばこ協会においても「たばこ火災

防止キャンペーン」を実施し、寝たばこ火災の防止等の普及啓発を行います。 

 
【参考資料１】平成 28年秋季全国火災予防運動の重点目標等 

【参考資料２】各消防本部等における実施予定及び本年春季の実施状況の例 

【参考資料３】平成 28 年秋季全国火災予防運動ポスター（（一財）日本防火・危機管理促進協会） 

【参考資料４】たばこ火災防止キャンペーンのチラシ等（（一社）日本たばこ協会） 

【参考資料５】住宅用火災警報器の維持管理について 

【問い合わせ先】 
消防庁予防課 恵﨑・齋藤 
ＴＥＬ：03-5253-7523 
ＦＡＸ：03-5253-7533 

平成 28年 11月 9日（水）から 11月 15日（火）まで 

『平成 28年秋季全国火災予防運動』が実施されます。 



 

参考資料１ 

 

平成 28 年秋季全国火災予防運動の重点目標等 

 

１ 重点目標及び効果的と考えられる具体的な推進項目 

（１）住宅防火対策の推進 

  ア 住宅用火災警報器の設置の徹底、適切な維持管理の周知及び経年劣化した住宅用 

   火災警報器の交換の推進 

  イ 住宅用消火器を始めとした住宅用防災機器等の普及促進 

  ウ たばこ火災に係る注意喚起広報の実施 

  エ 防炎品の周知及び普及促進 

  オ 消防団、女性（婦人）防火クラブ及び自主防災組織等と連携した広報・普及啓発 

   活動の推進 

  カ 地域の実情に即した広報の推進 

  キ 高齢者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進 

 

（２）放火火災防止対策の推進 

  ア 放火火災に対する地域の対応力の向上 

  イ パチンコ店及び物品販売店舗における放火火災防止対策の徹底  

  ウ 効果的な放火火災被害の軽減対策の実施 

 

（３）特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

  ア 防火管理体制の充実 

  イ 避難施設等及び老朽化消火器を始めとする消防用設備等の維持管理の徹底 

  ウ 防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の促進 

  エ 防火対象物定期点検報告制度及び防災管理点検報告制度の周知徹底 

  オ 違反のある防火対象物に対する是正指導の推進 

  カ ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底 

  キ 表示制度及び公表制度の取組の推進 

  ク 高齢者や障がい者等が入居する小規模福祉施設における防火安全対策の徹底 

  ケ 有床診療所・病院等における防火安全対策の徹底 

 

（４）製品火災の発生防止に向けた取組の推進 

   製品の適切な使用・維持管理及び製品火災に関する注意情報の周知徹底 



 

（５）多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

  ア 催しを主催する者に対する指導 

  イ ガソリン等の貯蔵・取扱いに対する指導 

  ウ 火気器具を使用する屋台等への指導 

 

２ その他 

上記のほか、各地域の消防本部においては、当該地域における火災発生状況、火災特

性、消防事情等に応じた運動を展開します。 

また、実施時期についても気象条件等の関係から一部の道県においては時期をずらし

て実施されます。時期も含めた各地域における運動の詳細等については、各都道府県又

は各消防本部にお問い合わせ下さい。 



富山県  
 〇 11月１２日（土）に県内の少年消防クラブに所属する小学生が、火災予防に関する研究・体験等について 
    発表する「第６２回富山県小学生火災予防研究発表大会」を実施 

高齢者世帯防火訪問 

木造住宅密集地における防火講習会 

参考資料２ 各消防本部等における取組予定及び春季の取組状況の例 

消防キャンペーンを開催 

高齢者施設の防火指導 

平成２８年春季火災予防運動の実施状況の例 

避難訓練 

高岡市消防本部（富山県） 

松阪地区広域消防組合消防本部（三重県） 

久万高原町消防本部(愛媛県） 河内長野市消防本部（大阪府） 

横浜市消防局(神奈川県） 

平成２８年秋季火災予防運動において実施予定の取組の一部紹介 

大阪市消防局 
 ○ １１月９日（水）に扇町公園一帯（大阪市北区）で「秋の火災予防運動オープニングイベント」として、関西テレビ 
    ア ナウンサーの竹﨑由佳さんを１日消防署長に迎えるなど各消防署において火災予防啓発のイベントを実施 

川崎市消防局 
 〇 「消防フェア」を開催し、火災防止に関するリーフレットの配布、住宅用火災警報器に関する普及啓発活動を実施 
 〇 大型複合施設において市内の小学生に募集した防火ポスターの入選作品の展示を行い防火意識の向上を図る 
 

岡山市消防局（岡山県） 

火災予防運動オープニングセレモニー 

福岡市消防局 
 ○ 福岡マラソン２０１６ＥＸＰＯ会場において、火災予防運動キャンペーンを開催し、住宅用火災警報器、 
     感震ブレーカー、Ｓⅰセンサーコンロの模擬器の展示・実演等を実施 
 ○  消防音楽隊と連携した火災予防の啓発。消防局マスコットキャラクター『ファイ太くん』出演 
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※１ 警報器の作動確認は春秋の火災予防運動の時期に行うなど、定期的に実施してください。 
※２ 故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書を確認するか、メーカーにお問合せください。 
  なお、電池切れと判明した警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品  
  が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。 

点検ボタンを押すか点検ひ
もをひっぱり、定期的※1に
作動確認をしましょう。 

 火災警報以外の警報が 
 鳴った場合 

作動確認をしても住警器に反応がなけれ
ば、本体の故障か電池切れです※２。 

住警器本体又は電池を交換しましょう。 

住警器本体の故障か電池切れです※２。 

住警器本体又は電池を交換しましょう。 

定期的な作動確認 

古くなったら交換 

住宅用火災警報器の維持管理について 【参考資料５】 
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